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コンビナート港湾における地震・津波対策について（抜粋）

２．コンビナート港湾における地震・津波対策に関する基本的考え方（消防庁、経済産業省部分抜粋）

３．今後取り組むべきコンビナート港湾における主な地震・津波対策（消防庁、経済産業省部分抜粋）

コンビナート港湾における大規模な石油タンク等については、液状化対策も含めた耐震対策は概ね完了しており、

既知の地震動による石油等の大規模な流出の危険性は極めて低い。一方、耐震対策が未了の施設も残ることか

ら、早期改修を進めるとともに、予防規程等の充実など津波対策を推進していく必要がある。

また、高圧ガス施設等については、東日本大震災において、球形貯槽の脚部の筋交いに損傷を受けたため、球

形貯槽の脚部の筋交いについて耐震設計基準を見直す必要がある。それ以外に新たな義務づけを必要とする事

故、損傷はなかった。また、事業者における既存設備の耐震設計基準等への適合状況の確認を進める必要があ

る。津波対策としては高圧ガス設備を安全に維持できる状態にするための機能を義務づける必要がある。また、事

業者は設備の破損等の想定を行い、被害低減策の実施のほか、自治体に提示し、地域の津波対策に反映する必

要がある。

・事業者による危険物タンク、高圧ガス施設等の耐震性・耐津波性向上

・従業員の避難対策や復旧のためのコンビナート周辺の道路や避難施設の確保

（出典） 国土交通省ホームページ掲載「第３回コンビナート港湾における地震・津波対策検討会議の概要について」の資料－１より抜粋
http://www.mlit.go.jp/kowan/kowan_tk7_000012.html １

東日本大震災を踏まえた課題と現状

コンビナート港湾における地震・津波対策検討会議
（国土交通省、経済産業省共同開催）



２
（出典） 国土交通省ホームページ掲載「第３回コンビナート港湾における地震・津波対策検討会議の概要について」の資料－２より抜粋

http://www.mlit.go.jp/kowan/kowan_tk7_000012.html

課題 これまでの対策の実施状況 震災を踏まえた教訓及び今後の取組 実施上の課題

１．地震対策

１）貯蔵施設、配管等の

耐震性、護岸の変位によ
る影響

①一定規模以上の貯蔵施設・製造施設・配管（以
下、「高圧ガス設備」という。）について、耐震設計
基準（貯槽については長周期地震動も考慮）を適
用（貯蔵施設・製造施設は昭和５７年４月以降設置、
配管については平成１０年４月以降設置のもの）。
平成１２年４月以降に設置された貯蔵施設・製造
施設・配管のうち、保安物件に近接している等特
に保安上重要な施設については、地盤変位の影
響も考慮した耐震設計基準を適用。

②屋外タンク貯蔵所では、タンク本体、基礎、地盤
等に関する耐震基準が策定されており、既存タン
クにあっても新基準に適合させる必要があり、1万
Ｋｌ以上の大型タンクは平成２１年末までに対策が
完了し、1万Ｋｌ～1,000Ｋｌのタンクについても平成２

５年末までに対策が完了する計画で進められてい
る。また、タンク付属配管は、地震、地盤沈下、温
度変化による伸縮等に対し安全な構造の支持物
で支持する必要がある。

なお、東日本大震災を踏まえた検討会においても、
これらの耐震基準は適切であると評価された。

（経済産業省、消防庁）

①高圧ガス設備につき、今回の震災では、耐震設計基
準が適用されていない設備であっても重大な被害は発
生していない。一方、これら設備のうち、塔類では約１割、
貯槽類では約３割、配管では約９割が耐震設計基準等
に適合性について確認がなされていないことが判明。

事業所自ら耐震性能について評価し、事業リスクとして
有価証券報告書等で公表するほか、自治体、国は適合
状況をフォローアップして公表する。

②耐震基準に適合していない屋外タンクの浮き屋根等
にあっては、出来る限り早期に耐震基準に適合するよう
工事計画の見直しを求めているところ。

（経済産業省、消防庁）

３）防油堤、流出油等防
止堤の耐震性

①屋外タンクから石油が流出した場合に備えて設
ける防油堤は、地震時も含めた地盤支持力、滑動、
転倒に対する安全性の確認、止液板を設けた目
地の設置等の措置が講じられている。

また、流出油等防止堤では、地震動に留意し、強
度計算を行うこととされている。

（消防庁）

①既に左記の耐震対策は講じられているが、地震時に
おける液状化の可能性を確認し、地盤沈下等が発生す
るおそれがある場合は、被害を最小限に抑えるための
対策の検討を求めているところ。

また、特定事業者における流出油等防止堤の機能維持、
機能回復のための応急措置用資機材の準備や計画の
策定について通知したところ。

（消防庁）

４）構内の敷地、道路の
液状化対策

①各事業所において、優先順位の高いものから順
次対策を講じている。

①引き続き、各事業所において、各地の実情に応じた安
全対策を講じていく。

コンビナート港湾における地震・津波対策の課題と取り組み状況（消防庁、経済産業省部分抜粋）



課題 これまでの対策の実施状況 震災を踏まえた教訓及び今後の取組 実施上の課題

２．津波対策

２）津波に対する貯蔵施

設等の防災、減災対策、
及び貯蔵施設、配管等
の津波による浸水、浮
上・流出対策、漂流物対
策

①高圧ガス設備については、津波の波力を想定し
た構造計算等は求めていない。ただし、液化ガス
貯槽の配管が破損した場合の漏洩を止めるため
の緊急遮断弁の設置を義務づけている。

②屋外タンクについては、消防法令上、津波の波
力を想定した構造計算は求めていないが、地震及
び風圧を設計外力として、これらの外力に耐える
構造が求められている。

（経済産業省、消防庁）

①高圧ガス設備の津波の波力等の影響について評価す
る手法の開発（24年度から検討）

事業者は、高圧ガス施設等の津波による被害想定を策
定し自治体に提供することを危害予防規程に基づき規
定（平成２４年度から検討）

高圧ガス設備の安全な停止等及び配管が破損した場合
のガスの漏洩防止のため地震防災遮断弁の技術基準
の制定（平成２４年度から検討）

②屋外タンクについては、東日本大震災においてタンク
下端からの津波浸水深が３ｍ以上となる場合は、タンク
付属配管が破損するおそれがあることがわかったことか
ら、津波浸水深さ３ｍ以上となることが想定される特定屋
外タンク貯蔵所では、津波警報が発令された場合等にお
ける従業員への情報伝達方法、避難方法に加え、配管
からの危険物流出防止措置（例えば緊急遮断弁の確実
な閉止体制等）について予め予防規程に記されることに
なる。

なお、津波によるタンク本体の滑動は、津波浸水深が５
ｍ～７ｍ以上で生ずる可能性があるが、タンクの大きさ、
タンク内の危険物液量等によって滑動可能性が変わるこ
とから、消防庁が提供している津波被害シミュレーション
を活用した被害想定等を踏まえ、各事業所の実態に応じ
た津波対策を講じていくことが必要となる。

また、石油コンビナートの周辺の住民や施設への防災、
減災対策について災害情報伝達、住民避難等の観点か
ら検討を行うこととしている。

（経済産業省、消防庁）

高圧ガス容器、ローリーの流出を完全に防
止することは困難。高圧ガス設備の被害想
定の提供を受けた自治体が、当該想定を
加味した地域の津波対策に反映させる
必要がある。

また、仮に、コンビナート港湾を襲うと想定
される津波高さが、タンクの大きさ、タンク内
の危険物液量等によって定まる滑動可能
性のある津波高さ以上となった場合、タン

クの滑動を防止する有効な方策は現時点
では存在しないため、当該地区を含む広域
的な津波防災対策の検討の一環として検
討すべき課題となる。

注）滑動可能性のある津波とは、タンク条件
によって異なるが、概ね１０ｍ（津波浸水深
で概ね５ｍ～７ｍ））を越えるような大きな津
波が想定される。

（経済産業省、消防庁）

３）防油堤の洗掘、滑動
等の津波対策

①屋外タンクから石油が流出した場合に備えて設
ける防油堤は、津波高さが防油堤より低い場合に、
洗掘や滑動等が起こらないことが必要である。

消防法令上、防油堤の洗掘、滑動等を想定した構
造計算は求めていないが、耐震性を有しているこ
とから、東日本大震災において、津波高さが防油
堤より低い際に洗掘や滑動等が起きたという報告
は受けていない。

なお、津波高さが防油堤より高かった事例の一部
で防油堤の洗掘事例もあったが、ほとんどの事業
所では津波による防油堤の洗掘は起きておらず、
また、洗掘によって防油堤の貯油機能が著しく損
なわれた事例も確認されていない。

（消防庁）

東日本大震災において、防油堤で講じられている地震対
策は津波に対しても有効であることが確認された。

（消防庁）

３



４

課題 これまでの対策の実施状況 震災を踏まえた教訓及び今後の取組 実施上の課題

３．防災体制、従業員等
の避難対策、復旧対策

１）津波来襲時の従業員、

港湾関係者等の避難対
策

①東海、東南海、南海地震、日本海溝・千島海溝
周辺海溝型地震の対策推進地域内の高圧ガス施
設を設置している事業所において、津波からの円
滑な避難の確保に関することを危害予防規程に定
めることを義務づけ。

②避難や早期復旧に必要となる港湾へのアクセス
道路について、整備・多重化を進めてきたところで
あり、地域防災計画に基づき、避難施設等の整備
も進めてきたが、港湾に特化した避難対策につい
ては特段講じられていなかった。

③東日本大震災の教訓を踏まえ、一定の危険物
施設の管理者等が策定すべき予防規程の中に、
「地震に伴う津波が発生し、又は発生するおそれ
がある場合における施設及び設備に対する点検、
応急措置等に関すること」を平成24年11月30日ま

でに定めることとされた。また、石油コンビナート等
防災計画では、災害時における避難に関すること
について定めることとしている。なお、東海、東南
海、南海地震等の大規模地震に対して特に地震
防災対策を推進する必要のある地域にあっては、
従前から「津波からの円滑な避難の確保」につい
て予防規程及び防災規程で定めることとされてい
る。

（経済産業省、国土交通省、消防庁）

①津波の浸水のおそれのある事業所に対して、施設の
安全な停止等の措置と従業員の円滑な避難を両立させ
るための方策を検討、定期的な訓練を行うことを危害予
防規程に基づき制定することを義務化。（平成２４年度
中）

②今回の震災において、アクセス道路の液状化等により
復旧に際しての重機搬入に時間を要したこと等を踏まえ、

必要に応じてアクセス道路の耐震化・多重化を進めてい
く。併せて、港湾内で働く従業員や港湾利用者、来訪者
を対象とした「港湾における避難ガイドライン（仮称）」を
本年度内に策定するとともに、避難施設の確保等を図る。

③人命を最優先とした上で、従業員等の避難方法の確
認、周知徹底等を図るとともに、危険物施設の緊急停止
方法等について確認することなど、予防規程を定める際
に留意すべき事項について通知しているところ。石油コ
ンビナート等防災計画は、毎年見直しを行い必要があれ
ば修正することとされている。また、石油コンビナートの
周辺の住民や施設への防災、減災対策について災害情
報伝達、住民避難等の観点から検討を行うこととしてい
る。

（経済産業省、国土交通省、消防庁）

２） 防災体制の確立、
早期復旧対策

①自衛防災組織の防災活動に関することは、防災
規程に定めることとされている。

②避難や早期復旧に必要となる港湾へのアクセス
道路について、整備・多重化を進めてきたところで
あり、地域防災計画に基づき避難施設等の整備も
進めてきたが、港湾に特化した避難対策について
は特段講じられていなかった。

（国土交通省、消防庁）

①特定事業者における特定通路等の防災活動上重要な
通路の機能維持、機能回復のための応急措置用資機材
の準備や計画の策定について通知したところ。

②今回の震災において、アクセス道路の液状化等により
復旧に際しての重機搬入に時間を要したこと等を踏まえ、
必要に応じてアクセス道路の耐震化・多重化を進めてい
く。

（国土交通省、消防庁）



５

大規模な石油タンクの地震・津波対策等

【地震対策】

東日本大震災における屋外貯蔵タンクの津波被害分析結果を踏
まえ、津波に対して危険物施設で講ずべき応急措置を予防規程に
定めることを要求。（詳細は津波被害シミュレーションで検証）
●津波浸水深が3m未満（津波高が約6m未満）
⇒タンク本体・付属配管ともに被害は無いと想定

●津波浸水深が3m以上（津波高が約6m～10m）
⇒タンク付属配管が被災する可能性があることから、危険物
の流出防止措置を要求

●津波浸水深が5～7m以上（津波高が約10m以上）
⇒タンク本体・配管に被害が発生する可能性有

１ 引き続き屋外タンク貯蔵所の地震対策に取り組むことが必要。

２ 津波対策を推進することが必要。

満潮位
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護
岸

津
波
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タンク基礎

タンク
防油堤

津波浸水深＝5～7m⇒津波高が概ね10m以上

津波浸水深＝3m⇒津波高が概ね6m以上

約6m未満で
は被害無

津波高10m

概
ね

2m

概
ね

2m

津波高6m

配管被害有

津波被害無

タンク被害有

津波浸水深3m

津波浸水深5～7m

津波高と津波浸水深との関係は、タンク設置位置の標高や基礎高さで変わることに留意する必要がある

石油タンクの耐震基準が策定された昭和52年以降に設置された
屋外タンク貯蔵所のみならず、それ以前に設置された屋外タンク
貯蔵所にも次の対策を要求。

○液状化対策を講じた屋外貯蔵タンクの堅固な基礎地盤の設計・
施工

○屋外貯蔵タンクからの万が一の危険物流出に備えた防油堤の
設置

GL
20
m

タンク

地盤

タンク本体
の耐震対策

防油堤の設置による
危険物流出防止対策

液面低下による
溢流防止対策

地盤の液状化対策

【津波対策】

【東日本大震災における被害状況】

東日本大震災では、右表のとおり調査対象危険物施設211,877の約1.6％（3,341
施設）で何らかの被害が発生した（被害の93％は「火災」及び「流出」を伴わない
破損等）。
なお、屋外タンク貯蔵所では、調査対象施設26,572の約3.2％（841施設）で何ら
かの被害が発生した（被害の85％は「火災」及び「流出」を伴わない破損等） 。

【今後の課題】

※ 全て宮城県内の同一事業所で発生

○屋外貯蔵タンクの地盤条件やタンク特性に応じたタンク本体の
耐震設計

○スロッシングの影響による溢流防止を考慮した液面高さ制限の
設定

（既知の地震動に対し現行基準は概ね妥当と評価）



高圧ガス施設等の地震対策・津波対策

津波対策

地震対策
東日本大震災では、球形貯槽の脚部の筋交いに損傷を受けた。それ以外に、新たな義務づけを必要とする事故、損傷は無かったこと
から以下の対策を行う。
・球形貯槽の脚部の筋交いの耐震設計基準の見直し、補強の方法の検討
・既存設備の耐震設計基準等への適合状況について、事業者は、確認及び有価証券報告書等による公表。自治体及び国による
フォローアップ

・事業者による液状化のリスク調査と対策実施の推進
・地震調査研究推進本部等の地震動予測地図の改訂に併せ、地域係数等の見直しを検討 等

（例）貯槽の筋交いの耐震基準の見直し

東日本大震災では、浸水深に応じ、貯槽等の倒壊、転倒及び高圧ガス設備の流出など重大な事象の発生件数が多くなる傾向があり、
１ｍ未満の浸水深でも緊急遮断装置、計装設備等の破損、不具合により想定される被害のリスクが大きい事象が発生したことから以下
の対策を行う。

・高圧ガス設備の安全な停止、高圧ガスの封じ込め、ガスの廃棄などにより、津波到達までの間に高圧ガス設備を安全に維持できる
状態にするための機能を持たせることを義務づけ。
・事業者は、設備の破損・流出による被害を想定し、被害低減策の実施のほか、自治体に提示し、地域の津波対策に反映
・事業者は、事業所内の人命を保護するための対策(情報伝達、避難方法等のルール化、定期的な訓練）を実施
・設備が波力、浮力及び漂流物により受ける影響を評価するための手法を新たに検討 等

○地震対策として、球形貯槽の脚部の筋交いの耐震設計基準の見直しや補強の方法を検討する。既存設備の耐震設計
基準等の適合状況について、事業者は確認及び有価証券報告書等による公表を行う。液状化によるリスク調査、対策
も実施する。

○津波対策として、高圧ガス設備の安全な停止等により設備を安全に維持できる状態にするための機能を持たせること
を義務づける。事業者は設備の破損・流出による被害を想定し、被害低減策を実施するほか、自治体に提示すること
等を危害予防規程に基づき規定する。自治体は、想定を地域の津波対策に反映させる。

６



石油コンビナート等災害防止法の概要（１）
～石油コンビナート等の防災対策～

○石油コンビナート等特別防災区域（法２条）
大量の石油や高圧ガスが取り扱われている区域を政令で指定
（３３道府県、８５区域）

石油コンビナートなど、大量の石油や高圧ガスが取り扱われている区域は、石油コンビナート等災害防止法
により、都道府県・市町村・特定事業者が相互に協力・連携する総合的な防災体制が確立されている。

○特定事業所

第1種事業所（３８０事業所）
大量の石油又は高圧ガスを取り扱う事業所

レイアウト事業所（１８４事業所）
第1種事業所のうち石油と高圧ガスを取り扱う事業所

第2種事業所
（３２８事業所）

一定量以上の石油
又は高圧ガス等を取
り扱う事業所

○総合的な防災体制

防災対策に関する石油コンビナート等防災計画を作成（法３１条）
 本部長：都道府県知事
 本部員：特定地方行政機関の長、市町村長・消防機関の長、特定事業所の代表者等

災害時に緊急に統一的な防災活動を
実施する必要があるときに設置

現地本部長：本部長が指名する者
現地本部員：本部長が指名する者

石油コンビナート等防災本部（法２７条）

石油コンビナート等
現地防災本部（法２９条）

＜石油コンビナート等防災計画の内容＞
・関係機関等の防災に関する組織の整備及び防災に関する事務
・特定事業所及びその他の関係機関等の職員への防災教育及び防災訓練に関する事項
・防災のための施設、設備、機械器具、資材の設置、維持、備蓄、輸送等に関する事項
・災害の想定に関する事項
・災害が発生した場合等における情報の収集及び伝達並びに広報に関する事項
・災害に対する応急措置の実施に関する事項
・災害時における避難、交通の規制、警戒区域の設定等に関する事項 等

石油コンビナート等
災害防止法

消防法など他の法律による
規制・義務のほか、本法律に
よる規制・義務が課せられる

特定事業所

高圧ガス
保安法

消防法

石油の貯蔵・取扱量

１，０００ｋｌ

高圧ガスの処理量

２０万݉３
⋯  １

７
※ 都道府県数、区域数、事業所数は、

平成２４年４月１日現在である。

（区域の主な考え方）
石油の貯蔵・取扱量

１０万ｋｌ
高圧ガスの処理量

２，０００万３
 １

石油の貯蔵・取扱量

１万ｋｌ

高圧ガスの処理量

２００万݉３
 １



特定事業者の義務 レイアウト規制

大量の石油と高圧ガスを取り扱う第１種事業所
に対する災害の拡大を防止するための規制

（法５条、７条）
＜主な内容＞
 用途に応じた施設の配置及び面積の制限
 基準に応じた通路の幅員の確保
 通路を横断する配管の高さ制限
 消防隊が活動するための空地の確保 等

○特定防災施設等
の設置（法１５条）

 流出油等防止堤
 消火用屋外給水

施設
 非常通報設備

災害の拡大防止
のために設置

＜共同防災組織＞（法１９条）
一の特別防災区域内に所在する特定事業所は、業務の一部

を行わせるため共同防災組織を設置することができる。

＜広域共同防災組織＞（法１９条の２）
二つ以上の特別防災区域にわたる区域であって、政令で定め

るもの（※１）においては、特定事業所の自衛防災組織の業務の
うち政令で定めるもの（※２）を行わせるための広域的な共同防
災組織を設置することができる。
(※１)現在１２地区が指定
(※２)大容量泡放射システムに関する業務

石油コンビナート等災害防止法の概要（２）
～特別防災区域内の特定事業者の義務～

○自衛防災組織の設置（法１６条）

防災管理者の選任
→自衛防災組織の統括

防災規程の策定
→防災業務に関する事項

防災要員の配置
→配備する防災資機材に必要な人数
を配置

防災資機材の配備
→取り扱う石油類の種類・量に応じた
化学車等の配備

災害の発生又は拡大を防止
するために必要な業務を実施

特定事業者は、特定事業所における災害の発生及び拡大の防止に関し万全の措置を講ずるとともに、特別防災区
域内の災害の拡大の防止に関し、他の事業者と協力し、相互に一体となって必要な措置を講ずる責務を有する。

○異常現象の通報
（法２３条）

特定事業所毎に行う。

８

○災害応急措置
（法２４条）

（レイアウトのイメージ）



自衛防災組織に備えなければならない
防災資機材（法１６条）
①化学消防車等

貯蔵施設地区

その他施設地区

※左の車両から
泡原液搬送車、大型化学消防車、大型高所放水車

※直径３４ｍ以上の浮き屋根式屋外貯蔵タンク
がある特定事業所 （政令１３条）

※広域共同防災組織 （政令２２条２項）

石油コンビナート等災害防止法の概要（３）
～特定事業者における防災対策のイメージ～

※オイルフェンス（政令１７条）
（石油の貯蔵・取扱量）
百万ＫＬ以上 長さ２１６０ｍ
十万ＫＬ以上百万ＫＬ未満 長さ１６２０ｍ
一万ＫＬ以上十万ＫＬ未満 長さ１０８０ｍ

※油回収船（政令１８条）
百万ＫＬ以上の場合は備え付けが必要

※「仕切堤」は容量１万ＫＬ以上のタンクの周囲に設置、「防油堤」はタンク区画ごとに設置、
「防止堤」は防油堤のすべてを囲むように設置

自衛防災組織に備えなければならない
防災資機材（法１６条）
②オイルフェンス

流出油等防止堤（容量１万ＫＬ以上）
（特定防災施設等 法１５条）

９

＜流出油等防止堤の断面イメージ＞

消火用屋外給水施設
（特定防災施設等 法１５条）
※ （Ａ＋Ｂ）×１２０分継続放水できる量の水の供給能力
Ａ：自衛防災組織の大型化学消防車等の放水能力の合計
Ｂ：当該大型化学消防車等のうち最大のものの放水能力

屋外給水設備に
消防車のホース
を接続

用
水
池
又
は
海○大容量泡放射砲

○ポンプ・混合装置

○泡原液
○泡原液搬送材

＜大容量泡放射システム＞

○遠距離送水システム

ホース展開

運搬

放水



平成24年4月1日現在、石油コンビナート等災害防
止法に基づき、33道府県104市町村において、一定

量以上の石油又は高圧ガスを大量に集積している
85地区が特別防災区域に指定されている。

１０

石油コンビナート等特別防災区域

※表の番号は「石油コンビナート等特別防災区域を
指定する政令」（昭和51年政令第192号）別表による。



石油コンビナート等特別防災区域（首都圏部分）

１１

１３

１４

１６

１５

１９

２０

番号 特別防災区域名

１３ 鹿島臨海

１４ 京葉臨海北部

１５ 京葉臨海中部

１６ 京葉臨海南部

１９ 京浜臨海

２０ 根岸臨海

２１ 久里浜

※番号は「石油コンビナート等特別防災区域を指定する政令」（昭和51年政令第192号）別表による。
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